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別紙２ 

 

業務委託契約書（案） 

 

委託者である双葉町を甲とし、受託者を乙として、令和８年度双葉町関係人口創出に向けた情報発

信・共創促進等業務について、次のとおり契約を締結する。 

 

 

（業務内容） 

第１条 本契約に含む業務の内容は、別に定める令和８年度双葉町関係人口創出に向けた情報発

信・共創促進等業務仕様書（以下「仕様書」という。）に係る業務とする。 

 

（履行期間） 

第２条 本契約の履行期間は、令和８年８月１日から令和９年３月１２日までとする。 

 

（履行場所） 

第３条 本契約の履行場所は、福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地４とする。 

 

（契約金額） 

第４条 本業務に係る費用は以下のとおりとする。 

(１) 契約金額         円 

うち、この取引に係る消費税及び地方消費税額 円 

（注） 「取引きに係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地 

方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、業務価格に 10/110 を乗じて得た

額である。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の額を、双葉町財務規則（昭和61年双葉

町規則第１号）に基づき契約締結前に納付しなければならない。ただし、双葉町財務規則第98条第

１項各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

（検査及び引渡し） 

第６条 乙は、本業務が完了したときは、遅滞なく、本業務の完了報告書及び仕様書に定める成果物

（以下「成果物」という。）を甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に、提出された成果物について検

査を行わなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、甲から、成果物について補正を命ぜられたときは、乙は、遅滞な

く当該補正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とする。 

４ 乙は、前項の規定により命ぜられた補正を完了したときは、甲に補正完了の報告書及び成果物を提

出して検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については、第２項の規定を準用する。 
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（契約金額の支払い） 

第７条 乙は、前条第２項又は第４項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って

契約金額の支払いの請求をすることができる。 

２ 甲は、前項の規定による支払いの請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとす

る。 

３ 甲は、第１項の規定に関わらず、受託者の請求により必要と認める場合には、受託料の一部（又

は全部）を概算払できる。 

４ 乙は、第３項の規定により概算払を請求しようとするときは、委託料概算払請求書を委託者に提

出するものとする。 

５ 甲は、第３項及び第４項の規定による支払いの請求があったときは、その日から３０日以内に支

払うものとする。 

 

（準拠法） 

第８条 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。 

 

（準拠法令等） 

第９条 本業務の実施にあたり、仕様書によるほか以下に記載する関係法令等に準拠して実施する

ものとする。 

(１) 双葉町個人情報保護条例 

(２) 双葉町財務規則 

(３) その他、関係法令・通知等 

 

（監督員） 

第１０条 甲は、業務に関し、自己に代わって監督又は指示をする監督員をおくことができる。 

２ 甲は、前項により監督員をおいたときは、監督員の職及び氏名を乙に通知しなければならな

い。 

３ 監督員は、本業務を実施するにあたり、必要な監督を行い、乙の第12条に規定する担当技術者及

び管理技術者と密接な連絡を取り、指示を与える等の職務を行う。 

 

（業務状況の報告） 

第１１条 甲は、乙に対し、必要に応じて業務の進行状況について報告させることができるものとする。

なお、乙は、甲から業務の進行状況について報告を求められた場合、速やかに報告しなければなら

ない。 

 

（業務計画及び提出書類） 

第１２条 乙は、業務に先立ち、業務全体の計画を立案するとともに、以下の書類を甲に提出しなけ

ればならない。 
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(１) 担当技術者及び管理技術者届 

(２) 業務着手届 

(３) 業務実施計画書 

(４) その他甲の指示するもの 

２ 乙は、前項の事項において変更が必要なときは速やかに変更届を提出し、その都度甲の承認を

得なければならない。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第１３条 乙は、本業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を

第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の

承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、甲が仕様書に

おいて指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 

 

（知的財産権の取扱い） 

第１４条 本業務の実施の過程で、甲又は乙に属する者が、知的財産基本法（平成14年法律第122号）第

２条第１項に定める発明その他の知的財産を生み出した場合、甲又は乙は、当該知的財産を生み出

した者との間で、当該知的財産に係る同法第２条第２項に定める特許権その他の知的財産権（次条

の対象となる著作権を除く。）について、特許法（昭和34年法律第121号）第35条に基づく特許権の承

継その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙が従前から有していた知的財産権を本業務に利用した場合又は前項により乙に帰属する知的

財産権が本業務に利用された場合、乙は、甲に対して、本契約に基づき本業務で使用するために必

要な範囲における当該知的財産権の実施等を許諾する。 

３ 本業務の実施の過程で生じた知的財産が、甲に属する者及び乙に属する者の共同で生み出され

た場合、当該知的財産についての知的財産権は、甲及び乙の共有（持分均等）とする。この場合、

甲及び乙は、それぞれに属する当該知的財産を生み出した者との間で特許権の承継その他必要な措

置を講ずるものとする。 

４ 甲及び乙は、前項に規定する共同で生み出された知的財産権について、それぞれ相手方の同意

等を要することなく、これを自ら実施等することができる。ただし、当該知的財産権について第三

者に実施等を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方の事前の書

面による同意を要するものとする。 

５ 前各項の定めにかかわらず、本業務の成果物の著作権については、次条の定めによるところに

よる。 

 

（著作権の帰属） 

第１５条 本業務において作成された成果物（マニュアルその他のドキュメント、各種計画等の著作

物を含むがこれらに限られない。）の著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する権利をい

う。）は、すべて甲に帰属するものとし、乙は、甲の許可なく、本業務において作成された成果物
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を使用してはならない。 

２ 第13条の規定に基づき乙が本業務の一部を第三者に再委託したこと等により、前項に定めた成果物

の著作権が原始的に第三者に帰属する場合であっても、前項の定めに従い、本業務において作成さ

れた成果物の著作権は甲に帰属する。 

 

（著作者人格権） 

第１６条 乙は、甲に対し、本業務の成果物に関する著作者人格権（著作権法第18条又は第20条に規定

する権利をいう。）を一切行使しないものとする。 

２ 乙は、著作者人格権が、乙又は乙の各構成員の従業員若しくは第13条の規定に基づき本業務の一部

が第三者に再委託された場合の当該第三者あるいはその従業員に帰属する場合には、これらの者が甲に

対して著作者人格権を行使しないようにしなければならない。 

 

（権利侵害に関する保証） 

第１７条 乙は、本業務が第三者の特許権、実用新案権、著作権、著作者人格権、営業秘密その他の知的

財産権を侵害したことを理由として、甲に対して訴訟の提起又はその他の紛争が発生した場合、係る訴

訟及び紛争（以下「クレーム」という。）を防御し、これにつき発生する一切の責任及び費用（合理的

な弁護士費用を含む。）につき甲を補償し、かつ、甲が一切の不利益を受けないようにしなければなら

ない。ただし、甲が乙にクレームの発生から30日以内に通知し、防御及び全ての関連する解決に関す

る交渉を乙が行うのに必要な援助、情報、権限を乙に与えた場合に限る。 

 

（秘密の保持） 

第１８条 乙は、本契約の履行に関連して甲から提供された情報又は資料であって、秘密であると明確

に指定されたものについては、当該情報又は資料を他の目的に利用し、本業務の遂行に必要な範囲

を越えて利用し、又は第三者若しくは本業務遂行に携わる人員以外の乙の使用人に開示・漏洩して

はならない。 

２ 乙は、本契約の履行に関連して個人情報を取扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」

を守らなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報又は資料については、これを秘密とし

て取扱う必要はないものとする。 

(１) 一般に入手できるもの 

(２) 乙が本契約外で独自に開発したもの 

(３) 乙が第三者から適法に入手したもの 

４ 本条の規定は、本契約が解除等により終了した後も有効に存続するものとする。 

 

（情報セキュリティの遵守） 

第１９条 乙は、本契約を履行するにあたり、意図しない操作、故意の不正アクセス又は不正操作によ

るデータやプログラムの持ち出し・盗聴・改ざん・消去、機器及び媒体の盗難及び規定外の端末接

続によるデータ漏洩等が起こらぬよう、情報セキュリティを遵守するものとする。 

 

（情報セキュリティの運用状況の検査） 
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第２０条 乙は、本契約を履行するにあたり、甲による情報セキュリティの運用状況の検査が行われ

る場合、これに応じるものとする。 

 

（情報セキュリティ及び個人情報保護の意識の啓発及び教育） 

第２１条 乙は、本契約を履行するにあたり、業務に従事する者に対して情報セキュリティ及び個人

情報保護の意識の啓発及び教育を行うものとする。 

 

（事故の処理） 

第２２条 本業務実施中において、乙の責により生じた事故及び第三者に与えた損害は、直接損害

金額の範囲内において、乙が損害賠償を行うものとする。 

２ 前項の規定に基づく損害賠償の発生有無に関わらず、事故等が発生した場合には、乙は、その

原因及び処理について、甲に対し速やかに報告するものとする。 

 

（乙の帰責事由による契約解除） 

第２３条 甲は、乙が本契約を履行するにあたり著しい怠慢又は契約内容の不履行があった場合、本

契約を解除することができるものとする。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したことが判明したときは、何らの催告を要せず本契約

を解除することができる。 

(１) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店

若しくは常時、契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。）で

あると認められるとき。 

(２) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(３) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(５) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 

（中途解約） 

第２４条 甲が契約期間中に本契約の全部の解約を希望する場合、甲は、解約する１か月前までに書

面により乙に解約を申し出ることができるものとする。 

２ 前項の規定による甲からの解約の申し出の結果、本契約の全部を解約することとなった場合、乙

は、すでに履行した部分に係る本業務に要した費用を翌月５営業日までに請求し、甲は、請求書を受

領した日から起算して30日以内に支払うものとする。 

 

（契約の変更） 
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第２５条 甲は、経済事情の変動その他やむを得ない事情により、本契約を変更しようとするときは、

その理由を記載した書面により乙に申し出ることとし、契約の変更を必要とするときは甲及び乙に

よる協議のうえ変更することとする。 

（損害賠償） 

第２６条 甲及び乙は、本契約に明示的に規定する場合を除き、本契約の履行に関し相手方に損害を与

えたときは、甲及び乙によるその損害額等について協議の上、第４条に規定する本業務に係る契約

金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を限度とし、現実に生じた通常の損害賠償金額の範

囲において、賠償責任を負うものとする。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じ

た損害については、賠償責任を負わないものとする。 

２ 乙は、甲に前項の規定に基づく損害を与えた場合には、損害賠償の有無に関わらず、その原因及

び処理について、甲に対し速やかに報告するものとする。 

 

（乙の責に帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息） 

第２７条 乙の責に帰すべき事由により、本契約の履行期限までに本業務を完了できない場合におい

て、当該期限後において完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収して当該期限

を延長することができる。 

２ 甲は、前項の規定により履行期限を延長しようとするときは、その旨を乙に通知するとともに、

当該期限の延長に関する契約を乙との間に締結するものとし、乙は、これに応ずるものとする。 

３ 第１項の規定による遅延利息は、当初の履行期限（第25条の規定による履行期限の変更があったと

きはその期限とする。）から延長後の履行期限までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延

に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額 

（100円未満の端数があるときは、その端数は切捨てる。）とする。 

４ 甲の責に帰すべき事項により、第７条第２項の規定による契約金額の支払いが遅れたときは、乙は、

契約金額に政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じ

て計算した額の遅延利息の支払いの請求をすることができる。 

５ 第１項及び前項の規定に定める遅延利息の額の計算につき第３項及び前項の規定に定める年あた

りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とする。 

 

（契約不適合） 

第２８条 乙は、本業務完了後１年以内に乙の責に帰すべき事由に基づく契約不適合が発見された場合

は、当該契約不適合を無償で修補するものとする。本業務に関して乙が本業務完了後に甲に対して

負う責任は、本条に定めた範囲に限られるものとする。 

 

（疑義解釈） 

第２９条 本契約に規定のない事項及び本契約条項のうち疑義のある事項は、甲及び乙双方で協議

し、円満に解決をはかるものとする。 

２ 甲及び乙双方により協議を行った場合、乙は、これに対する協議録を５日以内に作成しなけれ

ばならない。また、作成された協議録は甲に対し電子データにより提出することとする。 
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（合意管轄） 

第３０条 前条による協議によってもなお本契約にかかわる紛争が解決できない場合は、福島地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を解決するものとする。 
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本契約締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

 

令和８年 月 日 

 

甲（委託者）住所 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地４ 

名称 福島県双葉郡双葉町 

氏名 双葉町長 伊澤 史朗 

 

 

 

 

乙（受託者）住所  

名称  

氏名  

 


